
資料1－2  

平成18年度人事評価制度の改善内容（案）  

試行結果を踏まえた改善内容は、次のとおり。   

事  項   当  初  案   職員 の意見   18年度対処方針   

（D 上期の個人目  ○ 上期：4月   0 4月は業務繁忙期であることや人  0 4月の目標策定を原則とするが、評   
標の策定時期  事異動直後で新しい部署での業務内   価者の判断により5月末までに面談を  

容の把握ができないため、目標設定   行い、目標を確定することができるも  

が難しい場合があるので、変更して   のとする。（この場合も、目標達成シ  
ほしい。   ートは4月中に記入し、評価者に提出。）   

② 目標達成シー  ○ 社会保険事務所   ○ 定性的な目標は設定が難しいこと  ○ 定性的な目標（庶務業務等）につい   
トに記入する目   副長、年金給付課長、徴収   から、標準的な例を示してほしい。   て、代表的な例を示すこととする。（社   

標の例示   課長については、目標をマニ  ○ 同一の業務を担当している職員に   会保険庁LAN及び研修を活用）  
ユアルに例示。   ついて、部署により記入項目にバラ  

○ 本庁   ツキがあることから、業務担当区分  

課長補佐、専門官について  毎に例示がほしい。   

は、目標をマニュアルに例示。  
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事  項   当  初  案   職員 の意見   18年度対処方針   

③ 実績評価の評  ○ 上期評価期間   ○ 保険料収納率については、出納整  ○ 評価期間を3月までとしていること、   

価期間   4月～9月   理期間の4月末までの数字が年度の   又、評価期間を4月までとした場合に  
上期評価時期   最終目標であり、4月末までの数字   は、事務処理期間が短く、6月勤勉手  

9月  を評価に反映させるか、又は、4月   当の支給に支障を来すことから当初案  

末までを評価期間としてほしい。   でやむを得ない。  

○下期評価期間  
10月～3月  末）の目標を目標達成シートに記入す  

下期評価時期  ることを明確にする。  

3月  評価については、評価時点における  

確定値及びその時点における3月末（9  
月末）実績見込と取組を総合的に勘衷  

し、評価することを明確にする。  
（なお、見込数値と確定値に大きく差  

異が生じた場合に限り、事後的な評価  

の修正を可能とする。）   

④ 評価者体制   

して、1次評価を行う。   

によるブロック別研修の実施。  

目標設定については、3月末（9月  
0 1次評価者が部下と面談を  ○ 部下が多い評価者は、負担が大き  ○ 組織の規模や体制等により、1次評  

く、何らかの補助の手だてが必要で   価者として適正な評価ができないと判  

はないか。   断できる場合に限って、評価補助者を  

設置することができることとする。   

⑤ 研修の充実   ○ 本庁主催によるブロック別  ○ 始まったばかりの制度なので、定  ○ 評価者研修に重点を置いた本庁主催  

研修。   期的に研修を実施してほしい。  

○ 事務局内における伝達研修  ○ 評価者の研修の充実が必要。   ○ 事務局内における伝達研修の実施。  

の実施。  ○ 社会保険大学校における職務階層別  

○ 社会保険大学校の研修カリ  研修（新規採用者研修、一般職員研修、  
キュラムに組み入れた研修の  事務局係長・事務所課長研修、事務所  
実施。  長研修等）を活用した研修の実施。  

○具体例を盛り込んだ研修教材の開発。  

○人事評価マニュアルの整備。   
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新人事評価制虔の概要  

頁  

【1～ 3】  1．人事評価制度の基本的な考え方について  

2．実績評価について  【4～ 6】  

3．能力評価について  【7～ 8】  

4．評価結果の処遇等への活用について  【9～14】  

5．透明性・公平性・納得性を確保するための仕組みについて  【15～19】  

《別添》   

・目標達成シートの例（事務所長・係員）   

・実績評価シートの例（   JJ   ）   

・能力評価シートの例（   JJ   ）   

・評価グループ、評価者体制及び評価シートの区分   

・職務の級の切替表  
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・十．∴人事評価制度の基本的忍者義務七ついて＿＿；  

（1）人事評価制度導入の目的  

○組織全体のパフォーマンス向上  
○業務の効率的・効果的な遂行  
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（2）人事評価制度の基本構成  

7．．穿緋  

職員が組織目標等を明確に意識し、主体的に業務遂行に当たることを促すために、  

目標管理の仕組みを導入し、個人目標に対する達成度を含めて、その期間の成果や  

取組内容について評価  

2．一組評原  

職員の主体的な能力発揮・能力開発を促すために、職員の職務遂行能力を評価  

3．評錐君の必ス夢筈ハの朋  

○ 人材育成、業務改善  

○ 任用（人事配置・昇格等）、給与（勤勉手当、昇給）へ反映  

4．眉柁軌瞥・ム、平館・劇得好を厚床す石屋めの倉潜み  

＿垂・二重二  ｝
「
l
 
 

○ 評価基準の公開  

○ 複数の評価者による評価  

○ 評価者・被評価者研修  

○ 人事評価制度運営会議の設置  

○ 主体的な取組を促すための自己評価   「
・
・
∫
 
 
 

○ 評価者と職員との面談（目標設定や成果の確認と評価の   

フィードバック。管理者と職員との十分なコミュニケーション）  

○ 苦情相談体制  
○ 評価制度に対するアンケートの継続的な実施  
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新しい人事評価制度の基本構成  
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2．実績評価について  

（1）基本的内容   
○期首に策定した個人目標に対する達成度を含めて、その期間の成果や取組内容について評価。   
○役職階層に応じて、相対評価の学位となる評価グループ及び評価シートを区分。（別添参照）  

【業務成果重視】   

事務局課長以上  

事務所次長以上 
‾－  ；▼ ；．     ‾ ’ ＝＝  

収納率など数値化できるもの  

と業務改善の実施など数値化  

できない成果を含む  

【業務の取り組み重視】  

管理職以外 －－  

の職員  

《実績評価における相対評価の構成比》  

S   A   B   C   D  

成 績 区 分  役職階層に期待さ  役職階層に期待さ  役職階層に期待さ  役職階層に期待さ  役職階層に期待さ  

れる実績を大き＜  れる実績を上回っ  れる実績をあげた   れる実績を下回っ  
上回った   た  た   下回った   

1級′）2級（係員等）   5％   25％   60％   10％   

3 級 以 上   5％   25％   50％   20％   

※ 職務の級は、18年4月からの新俸給表によるもの。（別添参照）   

－4＿   



（2）評価の着眼点   

【地方社会保険事務局の例】  

分  類   事務局長・管理職クラス・事務所長   その他の職員   

業務の量的成果  ●国民年金保険料納付率   ○組織目標の達成  

●国民年金口座振替実施率   ○組織目標の達成に向けた進捗管理  

●国民年金強制徴収の実施率   ○業務の量  

○健康保険料収納率  ○業務の効率性   

○厚生年金保険料収納率  

○事業所調査の実施  

○レセプト内容点検調査の実施  

○調達コストの削減等  

○保健事業の適切かつ効率的な実施  

○年金教育の推進  

○医科・歯科・薬局の指導及び監査  

○組織目標の達成に向けた進捗管理  

サービス品質  ○サービススタンダードの達成率   ○業務の正確性   

お客様満足度  ○業務の正確性   ○業務の迅速性  

○業務の迅速性   ○お客様満足度  

○お客様満足度  ○業務の処理誤りの防止   

○業務の処理誤りの防止  

チャレンジ業務  ○業務改善   ○業務改善  

○業務提案   ○業務提案   

人 材 育 成  ○人事交流の促進   ○部下の指導▼フォロー  

○業務の質・サービス品質の向上（研修の充実）   ○自己研蹟  

○部下の指導・フォロー  ○不祥事の防止   

○不祥事の防止  

行  動  ○リーダーシップの発揮   ○リーダーシップの発揮  

○規律性、協調性、積極性   

＊ ●は重点課題業務  
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（3）評価の流れ  

目
標
の
策
定
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・3圭儲力′評価についここ二  

（1）基本的内容   

○評価期間中に行動に表れた職務遂行能力を評価。   

○役職階層に応じて、相対評価の単位となる評価グループ及び評価シートを区分。（別添参照）  

活  

用  活用  

ごて豪亜轍醜壷湘麟       ‘｝】ニ読▲Y・－rし†いlサリ    蔓モ涌ヒリ批－塾拶昭師1    芋り †、：5て〉－こギJ∴⊥」・び斬雛掻紺使縛料   
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（2）評価の流れ  
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4．評価結果の処遇筈への活用について  

勤勉手当へ反映  
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（1）評定期間と処遇への反映時期  

4月  5月  6月  7月  8月  9月     10月  11月  12月  1月   2月  3月   4月  5月  6月  7月  8月  9月  

：30      口   ロ   田    口  ロ   

実  l  I  

績  評定期間  

評  
評  ；；；；勤  

評  ‡＝勉  癌  評  価  

蔓．9．目 ‡‡勤：‡‡：≡‡ ：‡：く勉‡：‡：；：； ≡：；：；：手：；：三二三二 ∋二三：‡当；：；：‡：；  30日   勤  

価   
昇  

動へ  

力  

動・  

平  
評  

l評定  
ト評定  

10／1～  口  

価  
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（2）実績評価の勤勉手当への反映  

（D 実績評価の結果  
（勤務成績を決定する際の基礎資料として活用）  

社会楓凰〒（案）  人事院規則等   

成績  
成績率  

成績  
成績率（分布率）  

区分      区分     ‾＝・三弓牒  一般職員  特定幹部職員   一般職員   

特に   特に  111／100以上185／100以下  86／100以上145／1∞以下   

優秀  120／1∞  95／100            優秀  （3％以上［5％程度］）   （5％以上［10％程度］）   

101／100以上111／100未満  78．5／1∞以上86／100未満  
優秀  105／100  80／100  優秀  

（25％以上［30％程度］）   （25％以上［30％程度］）   

91／1∞   71／1∞   

良好  91／1∞  71／100  良好      団    団   

良好 でい  86／100  69／1∞   
な  

良好  
91／10鴨溝   71／100未満  

特に  
でない  （人事院が別に定め  

良好  る判断基準による）   

でない   

実 績 評 価   構成比  
評語  

評 価 基 準   1～2級  3級以上   

S  役職階層に期待される実績   
5％   5％  

A  役職階層に期待される実績  25％  25％   を上回った。   

B  役職階層に期待される実績  60％  50％   をあげた。   

C   
役職階層に期待される実績   
を下回った。   10％  20％  

役職階層に期待される実績  
D     を大きく下回った。  

（5主現時点における案である。  

② その他職員の勤務成績を判定するに足ると認められる事実  
・優秀な成績を上げた社会保険事務所に着目したランクアップ 等  

※ 特定幹部織員とは、本庁課長及び課長相当職、地方社会保険事務局では事務局長   

及び事務局次長・部長等である。   
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（3）人 事 評価 の 昇給へ の 反 映  

① 能力評価・実績評価の結果  
（昇給区分を決定する際の基礎資料として活用）  

③ 昇一給 区 分 の 決 定  

人事院規則等   

《特定職員》  《特定職員以外》   

区分  昇給幅（納車）  区分  昇給幅（納車）   

勤務成  
績が極  8号俸  

めて良    欄員の10％）  勤務成   

好  績が特  
に良好   

勤務成   

績が特  
に良好   

勤務成  

績が良  

勤務成  好（標  
4号俸  

準）     績が良  
好   

勤務成  

績がや や良好  

でない   

る基準   

ると認  
められ   

績が良  

好でな  

い   る基準   

社会保険庁（案）   

《特定職員》  《特定職員以外》   

区  分  昇給幅（分布率）  区  分  昇削冨（分布率）   

勤務成績  

が極めて  
8号俸  

良好  （職員の10％）  勤務成績   8号俸  
が特に良  

好  備員の15％）   

勤務成績  6号俸  
が特に良  

好  （職員の30％）  

勤務成績  

が良好  4号俸   

勤務成績  
3号俸   

（標準）  

が良好  

勤務成績  勤務成績  

がやや良  2号俸   がやや良  2号俸   

好でない  好でない  

勤務成績  勤務成績  

が良好で  昇給なし   が良好で  昇給なし   

ない  ない  

構成比   

1～2級  3級以上   

5％  5％   

25％  25％   

60％  50％   

10％  20％  

≠ 

㈱ 

≠ 

※ 人事院が定める期間、1号俸減じて昇給する。  

※ 特定職員とは、本庁課長■課長相当職及て用果長手甫佐（総括）、地方   

社会保険事務局では事務局長及び事務局次長・部長等である。   

② その他職員の勤務成績を判定するに足ると認められる事実  
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《新人事評価制度の給与等への反映の試算》  

【勤勉手当の成績率による支給額の比較】  

（例1）社会保険事務所長（6級57号俸）の場合  （例2）社会保険事務所係長（3級29号俸）の場合  

成績区分（率）  勤勉手当額  成績区分（率）  勤勉手当額  

（差客員）  

＝132，922円  
（差禎）  

＝ 81，085円  

【4号俸昇給・8号俸昇給した場合の収入額の比較】  

（例）  

10年目の年収  

約539万円  
現在、3級17号俸の職員（事務所専門官）が、選  

（年収 約420 万円）  
年間に3回8号俸  0

回
 
 

1
2
 
 
 

約687万円  昇格をしたとすると  
（事務所課長）  

差額  約148万円  

注）18年4月からの新俸給表により試算。   
【任用等への活用】  

○評価結果を、適材適所の人事配置、昇格等に反映する。  
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（1）評価者体制  
評価の公平性を確保するため、複数の評価者による評価。（別添参照）  

（2）評価者・被評価者研修   

人事評価制度を透明性・公平性・納得性が高く、実効ある制度として定着させていくた  

めに、職員に制度を十分理解してもらうことが必要であるので、職員に対する研修を実施  

する。  

○ フロック別研修（本庁主催）、伝達研修（地方事務局主催）等の実施  

○ 社会保険大学校を活用した効果的な研修の実施  
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